
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交際費課税の改正 

Ｑ：接待交際費の課税が改正になったそう

ですが、どのようになったのですか？                            

  

Ａ：定額控除限度額が600万円から800万円

になるとともに、定額限度控除額までの損金

不算入額が10%からゼロになりました。 

【解説】 

交際費というのは、得意先と親睦を深め、

その歓心を買うことによって取引関係の円滑

化を図り、ひいては収益の拡大をはかること

を目的として支出するものですから、企業会

計では費用として取り扱われています。 

しかし、法人税では、交際費等のなかには

冗費的支出も多いことから、交際費等に一定

の限度額を設け、その限度額を超える金額に

ついては、損金の額に算入しないこととされ

ています。 

ただし、この取扱いは期末資本金の額が１

億円以下の法人にのみ適用され、１億円超の

法人についてはその全額が損金の額に算入さ

れません。 

今年度の税制改正では、次のようになりま

した。 

 ①これまで 

  ・年600万円 

  ・支出交際費等の額のいずれか少ない額(A) 

    損金算入限度額＝(A)－(A)×10% 

  ②改正後 

  ・年800万円 

  ・支出交際費等の額のいずれか少ない額(B) 

  損金算入限度額＝(B) 
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